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（１）計画策定の背景と目的
「住生活基本計画」とは、住宅政策全般を対象とするマスタープランで、平成18（2006）年６月公布の

「住生活基本法」に位置づけられています。
八尾市においては、住生活基本法の基本理念や住生活基本計画（全国計画）、大阪府の計画を踏まえ、

地域の特性に応じたきめ細やかな施策の検討・実現のため住生活基本計画を策定し、住宅政策を進めてき
ました。
今回の改定は、令和３（2021）年３月の「八尾市住宅マスタープラン（住生活基本計画）」の策定から

５年が経過したことや、国・府の計画見直しの動きを受けて、社会・経済の変化等を反映すべく、中間見
直しを行うものです。

（２）計画期間
今回の改定は中間年度における進行管理のための部分変更として、「八尾市住宅マスタープラン」の計

画期間は従来どおり、令和12（2030年）年度までの10年間とします。

図 高齢化率の推移及び推計図 八尾市の人口・世帯数の推移

• 令和２年（2020）年の八尾市の人口は264,642人となっています。ピークは平成２（1990）年の277,568
人で、令和２（2020）年の人口は平成２（1990）年に比べて約4.7％減少しています。今後も人口は減
少していく見込みです。

• 令和２（2020）年の高齢化率は28.3％で、昭和55（1990）年以降増加し続けています。今後も高齢化率
は増加していく見込みです。

・よりよい住まい・まちをめざすため、
行政だけでなく、市民・ＮＰＯ・民間
事業者等、様々な主体が協働して住ま
い・まちづくりに取り組みます。

・計画の進行管理は、マネジメントシス
テムの考え方に基づき、計画－実施－
点検・評価－見直しを着実に進めてい
くＰＤＣＡサイクルの手法を用いて行
います。

〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号
TEL：072-924-3783 FAX：072-924-2301
Ｅ-mail：jyutakuseisaku@city.yao.lg.jp
八尾市ホームページ http://www.city.yao.osaka.jp/

八尾市住宅マスタープラン
（住生活基本計画）概要版
令和８（2026）年３月策定・発行
編集・発行 八尾市建築部住宅政策課
刊行物番号 R07-212

基本目標 No 成果目標 現状 目標

基本目標
１

１ 既存民間住宅の耐震化率 89.3％
（R7年度）

耐震性が
不足する住宅を
おおむね解消
（R17年度）

２ 通報等のあった管理不良状態にある空家等の解消率 58.1％
（R6年度）

62.0％
（R17年度）

基本目標
２

３ 市内で活躍する工務店の情報の登録等を行う制度 未設置
（R7年度）

実施運用
（R12年度）

４ 共同住宅における共用部分のバリアフリー化率 22.1％
（R5年）

28.0％
（R10年）

基本目標
３

５ 既存住宅の流通シェア 26.4％
（R5年）

30.0％
（R10年）

６ 中古住宅の流通を促進する補助制度の利用件数（年間） 17件
（R6年度）

30件
（R12年度）

７ 「八尾市空家バンク制度」登録者数
（物件登録者＋利用希望者）

69件
（R6年度）

100件
（R12年度）

基本目標
４

8 高齢者等の入居を拒否しない民間賃貸住宅
（セーフティネット住宅）の登録数

1,684件
（R6年度）

1,700件
（R12年度）

9 居住支援協議会の会議開催数（総会＋ワーキング会議） 年２回
（R7年度）

年３回
（R12年度）

10 市営住宅改善事業実施戸数 310戸
（R7年度）

360戸
（R12年度）

基本目標
５

11 建築士、弁護士による住宅相談の稼働率、相談件数 43.1％ 31件
（R6年度）

62.5％ 45件
（R12年度）

12 住教育等の体験教室やセミナーの参加人数（年間） 466人
（R6年度）

900人
（R12年度）

13 ネットワーク施策展開の実施率 73.0％
（R6年度）

100％
（R12年度）

人口減少・高齢化が進行

八尾市の空家率は13.9％ 住宅への満足度は高く、定住意向も高い
• 八尾市の住宅の内訳は、「居住している住
宅」が85.8％、「居住していない住宅」が
14.2％となっています。

• 「居住していない住宅」のうち、「空家」
が13.9％を占めています。

令和元（2019）年に実施した市民意向調査によると、
• 80％以上の回答者は、現在の住宅に満足しています。
• 70％以上の回答者は定住意向があり、その理由は
「住み慣れているから」が最も多くなっています。

• 定住意向のない理由は「経済的理由」が最も多くなっ
ています。

項目 定住意向あり 定住意向なし

定住意向
の有無 72.6％ 27.4％

理
由

１位 住み慣れているから（70.8％） 経済的理由（33.9％）

２位 日常の買い物の利便性
（65.8％）

日常の買い物の利便性
（29.8％）

３位 持ち家だから・持ち家が欲しい
から（61.5％）

持ち家だから・持ち家が欲しい
から（26.9％）

表 定住意向の有無及びその理由

図 空家の推移

Check（点検・評価）

・施策の進捗状況の点検
・施策・成果指標の評価

ＰＤＣＡサイクル
Do（実施）

・施策・事業の実行
Action（見直し）

・施策・事業の見直し
・計画の見直し

Plan（計画）

・住生活基本計画の策定
・施策・事業の具体化
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P５～
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P48～

０１ 住宅マスタープラン（住生活基本計画）とは

０２ 八尾市の現況

０４ 成果目標

０５ 計画の実現に向けて
資料：各年国勢調査、社人研将来推計人口（令和5(2023)年）資料：各年国勢調査

資料：令和元(2019)年度実施市民意識調査
資料：各年住宅・土地統計調査
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みんなつながる、魅力あふれる、安全・安心のまち

住んでええとこ 八尾

魅力的なまちを形成し、
本市のイメージアップを図る
（課題１）

住環境の改善・向上を図り、
誰もが住みたい・住み続け
たいと思えるまちを形成する
（課題２・３）

住宅規模や設備などを整え、
質の高い住宅を供給するこ
とで、様々な世帯の生活を
豊かにする
（課題３・４・５）

公営住宅のみにとらわれな
い、多様な住宅セーフティ
ネットを展開する
（課題５・６）

地域を主体としたまちづくり
の気運を醸成する
（課題７）

１ 安全・安心な住まい・まちの形成

⇒防災性、防犯性の向上

により住環境の基盤を

築く

３ 様々なニーズに沿った魅力あふれる
住まい・まちの形成

⇒景観、利便性等の向上

により、魅力ある市民

が誇れる自慢の住環境

を形成する

５ 様々な主体の協働により
“みんなでつくる”住まい・まち

⇒１～４の基本目標を、

市民・NPO・行政等

の協働によって実現

する

４ 公民連携による住宅セーフティネットの形成

⇒民間企業と共に民間

賃貸住宅も活用して

みんなで助けあい、

住宅セーフティネット

を形成する

1-1．災害に強い住まい・まちづくり

1-2．防犯に配慮した住まい・まちづくり

2-1．既存住宅の質の向上

2-2．住宅の省エネルギー化等の誘導

2-3．住環境の質の向上

2-4．地域コミュニティの活性化

4-1．住宅確保要配慮者等への適切な支援

4-2．市営住宅等の提供及び維持管理

5-1．各種情報提供、住教育の充実

5-2．市民・ＮＰＯ等との連携・協力によるまちづくり

5-3．関連部署との連携の推進

２ 快適に暮らせる住まい・まちの形成

⇒住まい・まちの快適性を

向上させ、誰もが住み

やすいまちをつくる

3-1．定住促進につながるニーズに応じた暮らし方

が選択できる多様な住まい・まちの醸成

3-2．地域特性を活かした魅力あふれるまちの形成

3-3．地球環境に配慮した住まい・まちづくり

・既存住宅の耐震診断、耐震改修の促進

・空家等の適切な管理

・地域の防犯力の向上

・住宅の維持管理に関する情報提供

・空家等の適切な管理（※再掲）

・質の高いリフォーム等の推進

・リフォームに関する民間事業者の登録制度の拡充

・福祉・住宅部門が連携した居住支援体制の活用

・住宅確保要配慮者への支援

・民間事業者との連携、民間賃貸住宅の活用

・市営住宅と周辺が一体となったまちづくり

・様々なニーズに対応する住宅相談の開催

・学校教育での住まい・まちづくり学習の支援

・地域での住まい・まちづくり学習の支援

・民間事業者・ＮＰＯ・地域組織等との

ネットワークの形成支援

・多様な世帯構成に対応した住宅ストックの提供

・既存住宅の流通の促進（空家等の活用）

・八尾らしい立地特性を生かした多様な暮らし方の

提案

・福祉・住宅部門が連携した居住支援体制の確立

・新しい生活様式、働き方に対応した住情報の提供

基 本 理 念

住まいを取り巻く課題 本計画の方向性 基本目標 施策の方向性 優先的に取り組む施策

課題１．

人口減少、少子高齢化の

更なる進行

課題２．

災害や治安悪化への懸念

課題５．

    市営住宅の耐震・耐久性や

設備の性能等の不足

課題６．

住宅確保要配慮者の

多様化への対応の遅れ

課題７．

地域コミュニティの衰退のおそれ

課題３．

住環境の悪化や特徴ある

「まちなみ」の風化のおそれ

課題４．

既存住宅の経年劣化や

多様化する居住ニーズへの

対応の遅れ

P48～

P54～

P62～

P73～

P80～

０６ 基本理念・目標及び施策の体系 P41～

古い町並みがいい！ 公園が近いのがいい！ まちなかなのがいい！ 緑の多い住宅街がいい！

防災訓練の様子▷

高層住宅と古民家▷

市営大正住宅▷

住教育の様子▷

公園と住宅▷
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